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「エネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書」の交付に係る事務取扱要領 

（地方運輸局用） 

 

本件事務処理は、申請書を受け付けた地方運輸局等（以下、「海運事業者管轄局」という。）

と船舶を建造予定の造船所を管轄する地方運輸局等（以下、「造船所管轄局」という。）とで業

務が分担されるところ、その概要は以下のとおり。 

 海運事業者管轄局：申請書受付、申請者ヒアリング、指針(1)適合確認、証明書交付等 

 造船所管轄局  ：指針(2)適合確認、省エネ設備等の現場確認等 

 

１．申請書の提出先 

貨物船を建造又は改造しようとする者のエネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明



申請書の提出先は、内航海運業法施行規則等運用方針〔２〕２．によるものとし、旅客船を建

造又は改造しようとする者は、海上運送法施行規則第１条の２第１項の規定によるものとする。 

（参考） 

○内航海運業法施行規則等運用方針 

〔２〕２．登録申請等の提出先 

〔３〕以降の法に基づく登録申請等に必要な書類は、主たる営業所の所在地を管轄する

地方運輸局長に提出するものとする。また、当該書類は、主たる営業所の所在地を管轄す

る運輸支局または海事事務所を経由して地方運輸局長に提出することができる。 

 

○ 海上運送法施行規則 

第１条の２（書類の提出等） 

１ この省令の規定により、事業計画に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長（運

輸監理部長を含む。以下同じ。）（以下、「所轄地方運輸局長」という。）に提出することと

されている申請書、届出書又は報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所

長を経由することができる。 

 

２．申請書の受付 

(1) 海運事業者管轄局の海事振興部等において、申請者（海上運送事業者の申請者にあっては、

当該設備・技術を導入しようとする船舶を建造又は改造しようとする法人格を有する事業者

（当該船舶が複数の事業者の共有である場合には、共有する事業者の共同申請とする。）。な

お、当該船舶を裸用船し、又はしようとする者がいる場合にあっては共同で申請するものと

する。）より、エネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書交付申請書（第１号様式）

（以下、「適合証明書交付申請書」という。）により交付申請がなされた場合、提出書類（別

紙１ ２．参照）を確認し、受付ける。 

(2) 支局等において書類を受付けた場合は、速やかに、本局海事振興部等へ送付すること。 

(3) 海事振興部等は、申請書の写しを海事局内航課へ送付すること。 

(4) なお、申請書を受付、審査後に証明書の交付を行った場合であっても、別途ＮＥＤＯの公

募要領（総トン数２０トン以上の船舶が対象、決算報告書により債務超過でないことの確認

ができること等）に基づき、補助事業者の選定審査委員会による審査（政策意義、技術の普

及性・先端性、省エネ効果及び費用対効果（省エネ量(kl)／補助事業に要する経費(億円)））

が行われ、交付決定がなされる旨を留意するよう申請者に伝達を行うこと。 

(5) 特に、ＮＥＤＯのエネルギー使用合理化事業者支援事業の公募要項４．３において交付決

定の際の留意事項とされている「直近の決算において、少なくとも債務超過でないこと」に

ついては、交付決定の要件として強く求められる可能性が高いことを申請者に確実に伝達す

ること。 

 

３．申請書等の審査（(1)省エネルギー効果） 

「指針 (1)省エネルギー効果（別紙１）」について、審査を行う。 

(1) 海事振興部等において、申請書に記載された年間予定貨物輸送量、年間予定航海距離、年

間予定原油換算燃料使用量について、年間予定貨物輸送量・航海距離・航海時原油換算燃料

使用量計算書等により、また、必要に応じ事業者にヒアリング等を行い、「指針(1)省エネル

ギー効果」に適合しているか確認する。 

(2) 「指針(1)省エネルギー効果」に適合している場合、依頼文書（第８号様式）により、適合

証明書交付申請書（写）及び適合証明書交付申請書以外の提出書類全てを、適合証明書交付

申請書に記載されている建造予定造船所を管轄する地方運輸局等の海事振興部等に送付す

ること。 

 



４．省エネ設備等の確認（(2)省エネルギー設備等） 

「指針 (2)省エネルギー設備等（別紙１）」について、確認を行う。 

(1) 依頼文書（第８号様式）により依頼があった造船所管轄局の海事振興部等は、申請書に記

載された省エネルギー設備について提出された書類等による確認を依頼する。その際、必要

に応じ建造予定造船所に問い合わせる等により、「指針(2)省エネルギー設備等」に適合して

いるかを確認する。また、海事振興部等は、海上安全環境部等（船舶検査官）に対し、その

確認を依頼することができる。 

(2) 海事振興部等は、「指針(2)省エネルギー設備等」に適合している場合、回答文書（第９号

様式）により、申請書（写）及び申請書以外の提出書類全てを添付し、依頼のあった海事振

興部等に送付・回答すること。 

 

５．証明書の交付 

(1) 造船所管轄局の海事振興部等より、「指針(2)省エネルギー設備等」に適合した旨回答があ

った場合、海運事業者管轄局の海事振興部等において、エネルギー使用合理化船舶建造・改

造指針適合証明書（第２号様式）（以下、「適合証明書」という。）及び確認記録簿（第３号

様式）（以下、「確認記録簿」という。）を作成し、ＮＥＤＯ支援事業補助金交付決定報告書

（第５号様式）（以下、「交付決定報告書」という。）、ＮＥＤＯ支援事業変更報告書（第６号

様式）（以下、「変更報告書」という。）、ＮＥＤＯ支援事業に係る額の確定報告書（第７号様

式）（以下、「額の確定報告書」という。）、ＮＥＤＯ支援事業完了報告書（第８号様式）（以

下、「完了報告書」という。）及びＮＥＤＯ支援事業成果報告書（第９号様式）（以下、「成果

報告書」という。）を添付の上、エネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書の交

付について（第１２号様式）により申請者に交付する。また、証明書交付後において、省エ

ネルギー効果が見込めないことが判明した場合等においては、適合証明書を取り消し、返納

を求める場合がある旨を申請者に伝達すること。 

(2) 交付した適合証明書及び確認記録簿の写しを、本省海事局内航課及び造船所管轄局の海事

振興部等（海上安全環境部へ協力依頼をした場合は、同部も加える。）へ送付する（郵送、

ＦＡＸ、メール（ＰＤＦファイル）のいずれかによる。）。 

なお、海事局内航課は、その写しを海事局安全環境政策課、安全基準課及び検査測度課に

配布すること。 

 

６．証明書交付後 

(1) 造船所管轄局の海事振興部等は、建造予定造船所において、申請があった省エネルギー設

備等の設置状況の確認を行い、確認記録簿に確認した日及び事項を記載する。 

なお、海事振興部等は、海上安全環境部等（船舶検査官）に対し、船舶建造中の船舶安全

法等の検査の時期に併せて、省エネ設備の確認をすることを依頼することができる（※確認

記録簿は、当該省エネルギー設備等の写真を添付した上で、建造予定造船所側で船舶検査関

係書類とともに保管する旨お願いする。）。 

(2) 海運事業者管轄局の海事振興部等は、申請者よりＮＥＤＯ支援事業補助金交付申請報告書、

交付決定報告書、額の確定報告書、完了報告書、変更報告書及び成果報告書の提出があった

場合には、その写しを海事局内航課及び造船所管轄の海事振興部等へ送付する（郵送、ＦＡ

Ｘ、メール（ＰＤＦファイル）のいずれかによる。）。 

なお、海事局内航課は、その写しを海事局安全・環境政策課、安全基準課及び検査測度課

に配布する。 

 

７．その他 

(1) ＮＫ船級船等については、現場での確認が困難なので、申請者にその旨連絡するとともに、

建造予定造船所の協力を求めることとする。 



(2) 当該支援事業の詳細については、ＮＥＤＯ技術開発機構ホームページを参照のこと。 

 

以上 

 

※ 添付資料：別紙１，２、第１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１，１２号様式、

参考資料、申請要領（申請者用） 
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「エネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書」申請要領 

（申請者用） 

 

 

１．申請について 

(1) 船舶の建造又は改造計画がＮＥＤＯが行うエネルギー使用合理化事業者支援事業（以下、

「ＮＥＤＯ支援事業」という。）の公募要領に合致するかどうかを確認した上で、「エネルギ

ー使用合理化船舶建造・改造指針（以下、「指針」という。）（別紙１）を参考にエネルギー

使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書交付申請書（第１号様式）（以下、「適合証明書

交付申請書」という。）を作成し、別紙１ ２．に記載されている必要書類を添付し提出す



ること。 

(2) 提出部数は１通とする。 

(3) 適合証明書交付申請書の提出先は、内航貨物船については主たる営業所の所在地、国内旅

客船については航路の拠点、を管轄する地方運輸局海事振興部等又は運輸支局若しくは海事

事務所（以下「地方運輸局等」という。）あて提出することとする。 

(4) 「指針(1)省エネルギー効果」に適合していることを確認するため、必要に応じ事業者にヒ

アリング等を行うことがあるので、本局以外に申請書を提出した場合は、本局海事振興部等

より連絡する場合がある。 

(5) なお、少なくともＮＥＤＯ支援事業の公募が終了する３週間前までには、運輸局等へ申請

書を提出すること。 

 

※ 申請書を受付け、審査後に証明書の交付を行った場合であっても、別途ＮＥＤＯの公募要

領に基づき、補助事業者の選定審査委員会による審査（省エネルギー効果、費用対効果、技

術の先端性等に係る審査）が行われ、補助金の交付決定がなされることに留意して下さい。

なお、省エネルギー効果が最低限 1％以上見込まれることが交付決定の最低条件となります。 

 

２．証明書交付後について 

(1) 交付されたエネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書（第２号様式）（以下、「適

合証明書」という。）をＮＥＤＯ支援事業申請書類に添付すること。なお、ＮＥＤＯ支援事

業に申請しない場合は、速やかに、交付した地方運輸局等に返却すること。また、証明書交

付後において、省エネルギー効果が見込めないことが判明した場合等においては、適合証明

書を取り消し、返納を求める場合がある。 

(2) 国土交通省職員が省エネルギー設備等の確認を行う際に記載できるよう、適合証明書(写)

とともに送付された確認記録簿（第３号様式）（以下、「確認記録簿」という。）を造船所に

て保管すること。 

(3) エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付申請書をＮＥＤＯに提出した場合は、速やか

に、証明書が交付された地方運輸局等にエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付申請報

告書（第４号様式）により連絡すること。 

(4) ＮＥＤＯ支援事業の交付が決定された場合は、速やかに、適合証明書が交付された地方運

輸局等にＮＥＤＯ支援事業補助金交付決定書（第５号様式）により連絡すること。 

(5) エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程第 9 条の規定によりエネルギー使用合理

化事業者支援補助金補助事業計画変更承認申請書をＮＥＤＯに提出した場合は、地方運輸局

等にＮＥＤＯ支援事業変更報告書（第６号様式）により連絡すること。 

(6) ＮＥＤＯ支援事業に係る額が確定された場合は、速やかに、適合証明書が交付された地方

運輸局等にＮＥＤＯ支援事業に係る額の確定報告書（第７号様式）により連絡すること。 

(7) 建造予定造船所に対し、本船がＮＥＤＯ支援事業の交付決定を受けた船舶である旨、国土

交通省職員に報告するよう指示すること。更に、省エネルギー設備等の設置状況の確認が行

われた場合は、確認記録簿に当該設備等の写真を添付の上保管すること。 

(8) 事業完了（船舶の竣工）後、ＮＥＤＯに実績報告する時期に、ＮＥＤＯ支援事業完了報告

書（第８号様式）に確認記録簿を添付し、適合証明書を交付した地方運輸局等に報告するこ

と。(9) ＮＥＤＯに対して報告する「エネルギー使用合理化事業者支援補助金補助事業の効

果等報告（ＮＥＤＯ成果報告書）」と同じく、事業完了後、1 年間のデータを取得し、国土交

通省統一様式「認定等○○事業の報告について」を参考に、ＮＥＤＯ支援事業成果報告書（第

９号様式）により、適合証明書を交付した地方運輸局等に報告すること。 

 

以上 

※添付資料：別紙１，２、第１，２，３，４，５，６，７，８，９号様式 



別紙１ 

 

エネルギー使用合理化船舶建造・改造指針 

 

 

建造又は改造しようとする船舶が、エネルギー使用合理化に資するものであって、下記(1)及び

(2)の条件に適合していることを確認すること。 

 

１．指針 

 (1) 省エネルギー効果（エネルギー原単位（燃料／トンキロ）） 

建造又は改造しようとする船舶のエネルギー原単位（燃料／トンキロ）が、下記①から③の

いずれかの基準に適合していること。 

 

①  就航予定区間をトラックにより輸送していることが証明できる場合：トラック輸送におけ

る原油換算注エネルギー原単位（0.09 リットル／トンキロ）未満 

②  就航予定区間を船舶により輸送している場合：当該船舶の原油換算エネルギー原単位（リ

ットル／トンキロ）未満 

③上記①、②以外の場合：全貨物物流平均における原油換算エネルギー原単位（0.06 リットル

／トンキロ）未満 

※原油換算エネルギー原単位＝年間予定航海時原油換算燃料使用量（リットル）÷年間予定

貨物輸送量（トンキロ） 

 

 

 (2) 省エネルギー設備等（ＮＥＤＯ補助金支払対象設備） 

ⅰ) 省エネルギー効果が高い設備等であって、以下の何れかに適合すること。 

① バトックフロー船型の船体（設計を含む） 

② 伴流の向上を目的とした船体船尾に取り付けられるスターンバルブ付船型の船体（船体

設計を含む） 

③ 船体船尾に取り付けられる整流板 

④ 可変ピッチプロペラ（自動負荷制御装置を装備しているものに限る） 

⑤ ハブ渦発生防止プロペラ 

⑥ 二重反転プロペラ 

⑦ プロペラボス取付翼 

⑧ プロペラ前部放射状型取付翼 

⑨ フラップ独立可動型舵 

⑩ 整流板付舵 

⑪ 反動舵 

⑫ 電気推進システム（以下を組み合わせたもので、当該システムを採用することに伴う船

体設計を含む） 

(ｲ) 発電用原動機及び発電機により構成される発電ユニット 

(ﾛ) 配電盤、インバータ（又はコンペン式始動器）により構成される配電・制御ユニット 

(ﾊ) 推進器駆動用電動機、推進器等により構成される推進ユニット 

⑬ ハイブリッド式電気推進システム（当該システムの適用は、船舶の推進システムのうち、

通常の航行に必要な推力を供給するものが以下の(ｲ)及び(ﾛ)の設備の組み合わせにより

構成されており、当該推進システムを構成する発電用原動機又は推進器駆動用原動機のひ

とつに異常が生じた場合においても船舶の運航に支障がないことを条件とする。当該シス

テムの対象は、以下の(ｲ)及び(ﾛ)を組み合わせたもので、本システムを採用することに伴



う船体設計を含む）。 

(ｲ) 発電用原動機、発電機、インバーター（又はコンペン式始動器）、推進器駆動用電動

機、推進器等により構成される電気推進ユニット 

(ﾛ) 推進器駆動用原動機、推進器等により構成される原動機推進ユニット 

⑭ ポッド推進装置用の補助舵 

⑮ 低燃費ディーゼル機関（燃料消費率が改善する主機関への換装に限る） 

⑯ 低負荷運転システム付ディーゼル機関 

⑰ 電子制御ディーゼル機関 

⑱ 主機冷却水熱回収装置 

⑲ 排ガスエコノマイザー 

⑳ 燃料改質器（以下のいずれかの方式のものに限る。） 

(ｲ) 燃料中で粒状セラミックスを流動させることで生じる電気二重層の形成効果及び焦

電・圧電変換効果によって燃料を改質させる方式 

(ﾛ) ステンレス製容器に封入された微量の天然の放射性物質を含んだセラミックスに燃

料を通過させることにより、燃料中の分子分布を変化させる方式 

○21  インバーター制御電動機 

○22  超伝導電動機 

○23  軸発電装置 

○24  高効率照明 

 

 

ⅱ) 省エネルギー効果が高い設備等であって、以下の何れかに適合すること。 

ⅱ-1. 省エネルギー効果が確認できる設備であって、港湾施設等から電力を受電するための設

備に限る。（専ら、入渠時に使用する陸上電源受電設備は除く。） 

ⅱ-2. 接続専用ケーブルを船舶側で装備する場合にあっては、以下のものを含むことができる。 

(ｲ) 接続専用ケーブル 

(ﾛ) 接続専用ケーブル用リール（接続専用ケーブルの巻取り作業にのみ使用するものに限

る） 

(ﾊ) 接続専用ケーブル用クレーン（接続専用ケーブルの巻取り作業にのみ使用するものに

限る） 

ⅱ-3. 本設備の省エネルギー効果は、1.(1)に関わらず、「本設備導入前の原油換算エネルギー

使用量」と「本設備導入後の原油換算エネルギー使用量」の比較により判定する。なお、

「本設備導入前の原油換算エネルギー使用量」とは、対象船舶が停泊中の発電機原動機

の燃料使用量を原油換算したもの、「本設備導入後の原油換算エネルギー使用量」とは、

対象船舶が停泊中の買電電力量を原油換算したものとする。 

なお、省エネルギー効果の算出に使用したデータについて、確認できる書類を申請時に

添付すること。 

 

ⅲ) 沿海区域を航行区域とする船舶が、航路短縮のため航行区域を拡大し限定近海船に変更す

るために必要な設備等 

 

２．上記基準を確認するため、エネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書交付申請

書を申請する際に必要な書類等（※計画段階のもので可） 

 建造仕様書、燃費試算書、機関性能曲線、電力調査票 

 一般配置図、機関室配置図、主電路系統図、舵・プロペラ詳細図及びその他図面 

 省エネルギー設備の仕様書（図面含む） 

 主要目表（ＬＢＤ、ＧＴ、ＤＷ、船種、定員、航行区域、主機出力、速力等） 



 年間予定貨物輸送量・航海距離・航海時原油換算燃料使用量計算書（様式は任意。Ａ４用紙

で１～２枚程度） 

 

 

注：原油換算表 

 Ａ重油 １ｋｌ＝原油 1.01ｋｌ 

 Ｃ重油 １ｋｌ＝原油 1.08ｋｌ 

 軽油  １ｋｌ＝原油 0.99ｋｌ 

 

以上 

 



第１号様式 

 

エネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書交付申請書 

 

  平成 年 月 日 

 

 

   運輸局海事振興部長 殿 

 

 

事業者住所及び名称 

並びにその代表者名         印 

 

エネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書の交付を受けたいので、エネルギー使用

合理化船舶建造・改造指針適合証明書申請要領に基づき、次のとおり申請します。 

 

記 

 
1. 船名： 

2. 船種： 

3. 計画総トン数（改造の 

場合は、総トン数）： 

4. 計画載貨重量トン数（改造の 

場合は、載貨重量トン数）： 

5. 建造又は改造予定造船所 

(名称、住所及び管轄運輸局等）： 

6. 起工予定年月（改造の 

場合は、起工年月）： 

7. 竣工予定日（改造の 

場合は、改造予定日）： 

8. 就航予定航路： 

9. 年間予定貨物輸送量（改造の場合は、 

年間貨物輸送量）(トンキロ）： 

10. 年間予定航海距離（改造の場合は、 

年間航海距離）(キロメートル)： 

11. 年間予定航海時原油換算燃料使用量 

（改造の場合は、年間航海時原油 

換算燃料使用量）(キロリットル）： 

12. 現在（直近 1 年）の原油換算エネルギー原単位 

(リットル／トンキロ）(別紙１(1) 

省エネルギー効果②の場合のみ記載)： 

13. 省エネルギー率（％）： 

14. 省エネルギー設備等（別紙 1(2)省エネ 

ルギー設備等より選択すること）： 

15. ＮＥＤＯ補助金予定申請額： 



第２号様式 

 

                            起案番号 

年 月 日 

 

エネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書 

 

 

申請者 殿 

 

運輸局海事振興部長    印 

 

 

  平成 年 月 日に申請された事項は、エネルギー使用合理化船舶建造・改造指針に適合して

いることを証明致します。 

 

記 

 

1. 船名： 

2. 船種： 

3. 計画総トン数（改造の 

場合は、総トン数）： 

4. 計画載貨重量トン数（改造の 

場合は、載貨重量トン数）： 

5. 年間予定貨物輸送量（改造の場合は、 

年間貨物輸送量）（トンキロ）： 

6. 年間予定航海距離（改造の場合は、 

年間航海距離）(キロメートル)： 

7. 年間予定航海時原油換算燃料使用量 

（改造の場合は、年間航海時原油 

換算燃料使用量）（キロリットル）： 

8. 予定原油換算エネルギー原単位（改造 

の場合は、原油換算エネルギー原単 

位）（リットル／トンキロ）： 

9. 現在の原油換算エネルギー原単位 

（リットル／トンキロ）(別紙１(1) 

省エネルギー効果②の場合のみ記載)： 

10. 省エネルギー率（％）： 

11. 省エネルギー設備等： 

12. 特記事項： 



第３号様式 

 

「エネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書」に係る確認記録簿 

 

  本確認記録簿は、造船所において、下記船舶がエネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合

証明書に基づき建造・改造が行われているかを確認するものである。 

申請者は、国土交通省職員が当該設備を確認（下記確認記録簿にその旨記載）した後、当該省

エネルギー設備等の写真を添付すること。 

 

記 

 
1. 申請者： 

2. 証明書交付年月日及び番号： 

3. 船名： 

4. 船種： 

5. 計画総トン数（改造の 

場合は、総トン数）： 

6. 計画載貨重量トン数（改造の 

場合は、載貨重量トン数）： 

7. 年間予定貨物輸送量（改造の場合は、 

年間貨物輸送量）（トンキロ）： 

8. 年間予定航海距離（改造の場合は、 

年間航海距離）(キロメートル)： 

9. 年間予定航海時原油換算燃料使用量 

（改造の場合は、年間航海時原油 

換算燃料使用量）（キロリットル）： 

10. 現在の原油換算エネルギー原単位 

（リットル／トンキロ）(別紙１(1) 

省エネルギー効果②の場合のみ記載）： 

確認記録簿 

国土交通省職員
確認印 

（支局等の略符を
押印すること。） 

確認日 項     目 

〔    〕   年 月 日 
（※省エネルギー設備等名称） 

〔    〕   年 月 日 
（※省エネルギー設備等名称） 

〔    〕   年 月 日 
（※省エネルギー設備等名称） 

〔    〕   年 月 日 
（※省エネルギー設備等名称） 

※ 省エネルギー設備等名称は、「第２号様式 10.省エネルギー設備等」を転記すること。 



第４号様式 

 

ＮＥＤＯ支援事業補助金交付申請報告書 

 

  平成 年 月 日 

 

 

運輸局海事振興部長 殿 

 

 

事業者住所及び名称 

並びにその代表者名         印 

 

 

平成 年 月 日（番号）にエネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書の交付を受

けた下記船舶について、ＮＥＤＯあてにエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付申請書の提

出をしましたので、ご報告申し上げます。 

 

記 

 
1. 船名： 

2. 船種： 

3. 計画総トン数（改造の 

場合は、総トン数）： 

4. 計画載貨重量トン数（改造の 

場合は、載貨重量トン数）： 

5. 建造予定造船所又は建造造船所 

(名称、住所及び管轄運輸局等）： 

6. ＮＥＤＯ支援補助金交付申請書（写）：別添 

 

 



第５号様式 

 

ＮＥＤＯ支援事業補助金交付決定報告書 

 

  平成 年 月 日 

 

 

運輸局海事振興部長 殿 

 

 

事業者住所及び名称 

並びにその代表者名         印 

 

 

平成 年 月 日（番号）にエネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書の交付を受

けた下記船舶について、エネルギー使用合理化事業者支援事業の補助金交付が決定致しましたの

で、ご報告申し上げます。 

 

記 

 
1. 船名： 

2. 船種： 

3. 計画総トン数（改造の 

場合は、総トン数）： 

4. 計画載貨重量トン数（改造の 

場合は、載貨重量トン数）： 

5. 建造予定造船所又は建造造船所 

(名称、住所及び管轄運輸局等）： 

6. 導入する設備等の製造事業者名及び製品名・型式： 

7. ＮＥＤＯ交付決定通知書（写）：別添 

 

 



第６号様式 

 

ＮＥＤＯ支援事業変更報告書 

  平成 年 月 日 

 

 

運輸局海事振興部長 殿 

 

 

事業者住所及び名称 

並びにその代表者名         印 

 

 

平成 年 月 日（番号）にエネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書の交付を受

けた下記船舶について、エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程第 9条の規定によりエ

ネルギー使用合理化事業者支援補助金補助事業計画変更承認申請書をＮＥＤＯに提出致しました

ので、ご報告申し上げます。 

 

記 

 
1. 船名： 

2. 船種： 

3. 計画総トン数（改造の場合は、総トン数）： 

4. 計画載貨重量トン数（改造の場合は、載貨重量トン数）： 

5. 建造予定造船所又は建造造船所(名称、住所及び管轄運輸局等）： 

6. 導入する設備等の製造事業者名及び製品名・型式： 

7. ＮＥＤＯ計画変更承認申請書（写）：別添 

 



第７号様式 

 

ＮＥＤＯ支援事業補助事業に係る額の確定報告書 

 

  平成 年 月 日 

 

 

運輸局海事振興部長 殿 

 

 

事業者住所及び名称 

並びにその代表者名         印 

 

 

平成 年 月 日（番号）にエネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書の交付を受

けた下記船舶について、エネルギー使用合理化事業者支援事業に係る額が確定致しましたので、

ご報告申し上げます。 

 

記 

 
1. 船名： 

2. 船種： 

3. 計画総トン数（改造の 

場合は、総トン数）： 

4. 計画載貨重量トン数（改造の 

場合は、載貨重量トン数）： 

5. 建造予定造船所又は建造造船所 

(名称、住所及び管轄運輸局等）： 

6. 導入する設備等の製造事業者名及び製品名・型式： 

7. ＮＥＤＯ額の確定通知書（写）：別添 

 

 



第８号様式 

 

ＮＥＤＯ支援事業完了報告書 

 

  平成 年 月 日 

   

 

運輸局海事振興部長 殿 

 

 

事業者住所及び名称 

並びにその代表者名         印 

 

 

平成 年 月 日（番号）にエネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書の交付を受

けた船舶について、ＮＥＤＯ支援事業が完了致しましたので、下記のとおりご報告申し上げます。 

 

記 

 
1. 船名： 

2. 船種： 

3. 総トン数： 

4. 載貨重量トン数： 

5. 竣工日： 

6. ＮＥＤＯ補助金交付日： 

7. ＮＥＤＯ補助金交付額： 

8. 「エネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書」に係る確認記録簿（第

３号様式）：別添 

 

 

以上 

 



第９号様式 

 

ＮＥＤＯ支援事業成果報告書 

 

  平成 年 月 日 

   

 

運輸局海事振興部長 殿 

 

 

事業者住所及び名称 

並びにその代表者名         印 

 

 

平成 年 月 日（番号）にエネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書の交付を受

けた船舶について、ＮＥＤＯ支援事業が完了し、1 年間のデータを取得し、ＮＥＤＯに対して成

果報告を致しましたので、下記のとおりご報告申し上げます。 

 

記 

 
1. 船名： 

2.  船種： 

3.  総トン数： 

4.  載貨重量トン数： 

5.  竣工日： 

6. 「認定等○○事業の報告について」（参考）：別添 

 

 

以上 



（参考） 

 

 

平成○○年度認定等○○事業の報告について 



第１０号様式 

 

事務連絡 

年 月 日 

 

 

（造船所を管轄する）   

運輸局海事振興部旅客船又は貨物船担当課長 殿 

 

 

（海運事業者を管轄する）   

運輸局海事振興部旅客船又は貨物船担当課 

（担当者名：    ） 

 

 

「エネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書」の交付に係る「エネルギー使用合理

化船舶建造・改造指針」の適合について（依頼） 

 

 

標記について、別紙のとおり、（申請者名  ）より申請があり、「エネルギー使用合理化船

舶建造・改造指針(1)省エネルギー効果」について適合していることを確認しましたので、貴局

において「同指針(2)省エネルギー設備等」について審査頂き、審査結果をご連絡願います。 

 

 

 

 

※添付書類： 

・ 申請書（写） 

・ 提出書類等 



第１１号様式 

 

事務連絡 

年月日 

 

 

（海運事業者を管轄する）   

運輸局海事振興部旅客船又は貨物船担当課 

（担当者名：    ） 殿 

 

 

（造船所を管轄する）   

運輸局海事振興部旅客船又は貨物船担当課 

（担当者名：    ） 殿 

 

 

 

「エネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書」の交付に係る「エネルギー使用合理

化船舶建造・改造指針」の適合について（回答） 

 

 

標記について、別紙のとおり（申請者名  ）より申請のあった事項について、「エネルギ

ー使用合理化船舶建造・改造指針(2)省エネルギー設備等」に適合していることを確認したので

報告致します。 

 

 

※添付書類： 

・ 申請書（写） 

・ 提出書類等 

  



第１２号様式 

 

事務連絡 

年 月 日 

 

 

エネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書の交付について 

 

 

申請者 殿 

 

 

運輸局海事振興部旅客船又は貨物船担当課 

（担当者名：    ） 

 

 

  標記について、平成  年  月  日に申請された事項につきまして、別添のとおり証明書

を交付いたします。 

なお、大変恐縮ですが、本事業完了までの間、下記事項へのご協力方よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

 

記 

 

 

1. 別添確認記録簿（第３号様式）を建造予定造船所に送付頂き、国土交通省職員による省エ

ネルギー設備等の確認時に使用できるよう、当該船舶の船舶検査等に係る必要書類ととも

に、建造予定造船所において保管してください。 

2. ＮＥＤＯあてに、支援事業補助金交付申請書の提出を行った場合は、別添のエネルギー使

用合理化事業者支援補助金交付申請報告書（第４号様式）により、ご報告願います。 

3. ＮＥＤＯ支援事業補助金交付の決定がなされた場合は、別添のＮＥＤＯ支援事業補助金交

付決定報告書（第５号様式）により、ご報告願います。 

4. エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程第 9 条の規定によりエネルギー使用合理

化事業者支援補助金補助事業計画変更承認申請書をＮＥＤＯに提出した場合は、別添のＮ

ＥＤＯ支援事業変更報告書（第６号様式）により、ご報告願います。 

5. ＮＥＤＯ支援事業に係る額の確定がなされた場合は、別添のＮＥＤＯ支援事業に係る額の

確定報告書（第７号様式）により、ご報告願います。 

6. ＮＥＤＯ支援事業が完了した場合は、別添のＮＥＤＯ支援事業完了報告書（第８号様式）

により、ご報告願います。 

7. ＮＥＤＯに対して報告する「エネルギー使用合理化事業者支援補助金補助事業の効果等報

告（ＮＥＤＯ成果報告書）」と同じく、事業完了後、1 年間のデータを取得し、国土交通省

統一様式「認定等○○事業の報告について」を参考に、ご報告願います。 

 

以上 


